
○
経
済
産
業
省
令
第
百
十
三
号

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
商
標
法
（
昭
和
三

十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
六
十
八
条
の
三
十
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
十
三
日

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
個
別
手
数
料
の
納
付
期
間
）

商
標
法
第
六
十
八
条
の
三
十
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定

第
十
五
条
の
二

又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
と
す
る
。

附

則



こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


